
【一部抜粋】

（診療前相談）診療前相談は、日頃より直接の対面診療を重ねている等、
患者と直接的な関係が既に存在する医師(以下、本指針において「かかりつ
けの医師」という。)以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとす
る場合（医師が患者の医学的情報を十分に把握できる場合を除く。）に、
医師－患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者
の症状及び医学的情報を確認する行為。適切な情報が把握でき、医師・患
者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合
にオンライン診療を実施することが可能である（オンライン診療を実施す
る場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。
オンライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておく
ことが望ましい。）。なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為
は含まない行為である


